
理  由  書 
 

 

本理由書は、都市計画法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定に

基づき、所沢都市計画用途地域の変更（所沢市：三ケ島工業団地周辺地区及び下安松東地

区）についての理由を示したものです。 

 

Ⅰ．所沢都市計画区域における位置等 
所沢都市計画区域に含まれる土地の区域は、所沢市の行政区域の全域です。 

  

【所沢市：三ケ島工業団地周辺地区】 

本地区は、所沢市北西端に位置し、首都圏中央連絡自動車道入間インターチェ

ンジまで約１．５ｋｍ、一般国道１６号及び一般国道４６３号まで約１．０ｋｍ

の距離にある地区です。 

 

【所沢市：下安松東地区】 

本地区は、所沢市東部に位置し、西武池袋線秋津駅、ＪＲ武蔵野線新秋津駅及

びＪＲ武蔵野線東所沢駅から約１．２ｋｍの距離にある地区です。 

    

 

Ⅱ．変更理由 

【所沢市：三ケ島工業団地周辺地区】 

本地区は、首都圏中央連絡自動車道入間インターチェンジ等に近接する交通利

便性を活かし、土地区画整理事業により周辺の環境との調和を図りつつ、産業系

を中心とした計画的かつ合理的な土地利用を誘導するため、用途地域を指定する

ものです。 

 

   【所沢市：下安松東地区】 

本地区は、地区の大半を土地区画整理事業により計画的な都市基盤整備を行

い、良好な低層住宅地を誘導するため、用途地域を変更するものです。 

 

 

Ⅲ．変更内容 

【所沢市：三ケ島工業団地周辺地区】 

  現在、本地区は市街化調整区域であり、用途地域は指定されていません。 



 

土地区画整理事業によって都市基盤の整備を行い、周辺の環境との調和を図りつ

つ、産業系を中心とした計画的かつ合理的な土地利用を誘導するため、工業地域

（２００／６０）を指定するものです。 

新 旧 
備考 

種 類 面 積 種 類 面 積 

工業地域 
(200/60) 

約 28.6ha ― 約 28.6ha  

合 計 約 28.6ha 合 計 約 28.6ha  

（   ）内は容積率／建蔽率 

 

【所沢市：下安松東地区】 

現在、本地区は第一種低層住居専用地域（８０／５０及び１５０／６０）に指定

されています。 

土地区画整理事業によって都市基盤と宅地の整備を行い、周辺の環境との調和を

図りつつ、低層の戸建て住宅等を中心とした計画的かつ合理的な土地利用を誘導す

るため、容積率を１００％に、建蔽率を６０％に変更するものです。 

新 旧 
備考 

種 類 面 積 種 類 面 積 

第一種低層住居
専用地域 
(100/60)10ｍ 

約 9.7ha 

第一種低層住居
専用地域 
(80/50)10ｍ 
第一種低層住居
専用地域 
(150/60)10ｍ 

約 9.3ha 

 

約 0.4ha 

 

合 計 約 9.7ha 合 計 約 9.7ha  

（   ）内は容積率／建蔽率、（   ）の右側は、建築物の高さの限度 

 

Ⅳ．関連する都市計画 

本地区の用途地域の変更にあわせ、以下の都市計画を変更する予定です。 

① 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（埼玉県決定） 

② 区域区分（埼玉県決定） 

③ 防火地域及び準防火地域（所沢市決定） 

④ 下水道（所沢市決定） 

⑤ 土地区画整理事業（所沢市決定） 

⑥ 地区計画（所沢市決定） 


